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序

滋賀県教育委員会では活力のある県民社会、生 きがいのある生活を築

くための一っ と して、文化環境づ くりにとりくんでいます。そ うした中

で文化財の保存 と活用を図 る施策 の うち、開発 に伴 う埋蔵文化財の保護

も重要な課題 とな っております。

先人の遺 して くれた文化財は、現代を生 きる我 々のみな らず子 々孫 々

に至 る貴重な宝で もあ ります。 このよ うな大切な文化遺産を破壊す るこ

とな く、後世 に引き継 いでい くためには、広 く県民の方 々の文化財に対

する深い ご理解 とご協力を得 なければな りません。

ここに県道片岡栗東線改良工事 に伴 う事前発掘調査 の成果を取 りまと

めま したので、 ご高覧の うえ今後の埋蔵文化財保護のご理解 に役だてて

いただければ幸 いです。

最後に、発掘調査の円滑な実施にご理解 とご協力を頂 きま した。地元

の方 々並 びに関係機関に対 して厚 く感謝の意を表 します。

昭和62年 3月

滋賀県教育委員会

教育長 飯 田 志 農 夫
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1.本書は県道片岡栗東線特殊改良第 1種工事に伴う草津市芦浦遺跡の発掘調査報告書で、昭和

60年度に発掘し、昭和61年度に整理 したものである。

2 本調査は滋賀県土木部道路課からの再配当により、滋賀県教育委員会を調査主体とし、団滋

賀県文化財保護協会を調査機関として実絶した。

3.本書で使用した方位は磁針方位に基づき、高さについては東京湾の平均海面を基準としてい

る。
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1. は じ に

芦浦遺跡は、草津市芦浦地先 に所在する。当遺跡は、県道片岡栗東線特殊改良第 1種工事に伴

う事前確認調査において、土師器等の散布が認め られ、試掘調査の結果発見 したものである。試

掘調査は路線延長約 5750柄を対象として実施 し、その結果、約 2000肩 の範囲に遺構の存在す

ることが確認された。 この結果をもとに関係機関と協議 し、昭和60年度 にはうち 92C所について

発掘調査を実施 し、残部については昭和61年度に実施す ることとした。

調査に当っては、立川正明、 目方 さち、長尾信恵の諸氏、地元芦浦会館の方 々にお世話になっ

た。記 して謝意を表 します。

2.位 置 と 環 境

芦浦遺跡は車津市芦浦町に所在する。付近は野洲川南流域に該当する。現状では平担な地形を

呈 しているが、古代においては開析扇状地、自然堤防、後背低湿地、三角州等の交錯した複雑な

地形を呈していたものと考えられる。また、琵琶湖岸にも比較的近接 した地点である。水位の不

安定であった古代においては、琵琶湖水位の変化が遺跡の動向に大きく影響 したものであろう。

遺跡は海抜 87.5免 付近に存在し、現在の琵琶湖の標準水位は 344加 である。

以下付近の遺跡の動向について述べてみる。

縄文時代では、鳥丸崎、津田江、志那湖底の湖岸沿いの遺跡と、檜皮堂、北太日、宝田等の自

然堤防上の遺跡が存在する。個別の遺跡の年代や性格には不明な点が多く存在する。遺跡立地の

差異が何に起因するのか等、個別な問題と同時に解明されねばならない点が多い。なお、当該期

の琵琶湖水面は現在より2～ 3a下位に存在したものとされる。

弥生時代では、北太田、志那湖底、鳥丸崎等の遺跡の成立を初現とし、下物、檜皮堂、津田江、

上東、片岡、内畑、宮前等の遺跡が順次成立してゆく。今回調査した芦浦遺跡もその一つである。

いずれの遺跡も後背湿地に近接 して立地している。水田耕作という新らたな生産手段が集落立地

を決定させたためである。さて、これらの諸遺跡の成立は具体像まで語れないが、活発な移住と

分村によるものと考えて大過なかろう。不安定な自然条件下で集団の維持と拡大を達成 したもの

である。特に、分村の活発化は集落数の増加を意味するものであり、これによって野州川南流域

を単位とするより大きな集団が形成されたのであろう。

古墳時代になると、集落の動向は不活発になるものとされる。これには、自然条件の変化や集

団内部の諸問題等種々の原因が想定される。

め
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古墳時代後期になれば印岐志呂神社古墳群が築造される。方墳を含む 4基から成る古墳群とさ

れる。前段階までの不活発な遺跡の動向の中においても、後期古墳に表出されるような「首長制」

が成立していた事実を示す。再び集落の動向も活発化してくるようであり、芦浦遺跡周辺の再開

発が実施されたものかもしれない。

白鳳時代 には、寺院が乱立 とも言 い 得るまでに建立される。その分布密度は大和中枢部に

も匹敵する。笠寺廃寺、花摘寺廃寺、観音堂廃寺、片岡廃寺、大般若寺跡、宝光寺跡、下之笠堂

廃寺、観音寺廃寺、上之笠堂廃寺、長東廃寺の10ケ 寺である。これらの寺院跡は、軒丸瓦の文様、

方形瓦の存在、瓦積基壇の存在等の諸点より、大津北郊地域の諸寺院との関連が予想される。ま

た、統一的な古地割によって建立されている。近江大津宮時代の政策と関係して建立された可能

性が考えられる。また、10ケ 寺の中で 6ケ寺までが海抜86窮 ライン上に存在する。この事実が何

を意味するものか、今後への課題である。

奈良時代以降も集落は微高地上に点々と営まれる。平安時代にはィ条里地割が施行され、水日、

集落に大きな影響を与える。中 。近世では観音寺館や印岐志呂城の存在が知られている。

また、「芦浦屯倉」の存在が「 日本書紀」安閑天皇条によって知られるが、これは守山市赤野

井遺跡に比定する説が存在する。

参考文献

「草津市史」  1981年

「草津市文化財調査報告書」 8 1984年

(細川)

8。 調 査 の 経 過

調査は、調査対象区域のほば中央を横断する用水路及び畦道を境として東西の二地区に分けて

トレンチを設定しておこなった。東地区は 9れ ×36η、西地区は 9 TPb× 49阿 の トレンチとした。

表土除去は重機を用いて東地区、西地区の順におこなった。表土下20cllか ら40師で灰色粘土の

遺構面に到り、その直上において土器等の若千の遺物を包合する。

東地区から遺構面の精査を開始するが、降雪、降雨等により作業は難航した。遺構の検出状況

の写真を撮影 した後に遺構の掘削を開始 しえたのは調査開始から16日 後であった。東地区におい

ては溝状遺構 2、 土坑等を確認 した。西地区は、東地区の掘削完了後に着手し、溝状遺構 7を確

認した。溝状遺構は全て、数ケ所の試掘溝を掘削し遺構内埋上の状況を確認した後、全体を掘肖U

するという方法をとった。

両地区の遺構完掘状況の写真撮影後、平面実測、土層実測を行なった。現地調査は、調査区内
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県道 彦根近江八幡 大津線

調査地点地形図



の数ケ所において断ち割り調査を行ない下層遺構の無いことを確認し完了した。

現地調査期間は、昭和60年 12月 16日 から、翌年の 2月 8日 までの約 2ケ 月間を要した。 (大崎 )

4.調 査 の 結 果

イ.追     構

1.基本層序

青灰色粘土層 (第 1層 耕作土層)と 茶褐色砂質土層 (第 2層  床土)を約30～ 40clB掘 り下げ

た地点で地山土に到る。地山土は、黄褐色細砂土と淡青灰色砂質土によって構成される。茶褐色

砂質土層がいわゆる包合層にあたる。

シケ抜き溝 (暗渠排水溝),粘土採掘壊を除けば、全ての遺構は地山土上面において検出した。

また、地山上の断ち割りを約50cllの 深さで実施したが変化は認められなかった。

2.遺 構 分布

東地区  トレンチ南隅より北隅にかけてSD-01が 存在する。水 くみ場状遺構もSD-0

1の一部であり、 トレンチ中央付近北東壁沿いで検出した。 SD-02は トレンチ南西端で検出

した」現水田の畦畔より約 5η東西方向に位置するが、ほぼ平行して存在する。また、その東北

側約12■ の鞠囲内において、SK-01と 第 1ピ ッ ト群を検出している。SK-02～ SK-0

4は、 トレンチ東隅で検出した。ここは調査地区内の最高地点である。

西地区  トレンチ南隅から北東壁中央付近にかけてSD-03を 検出した。その検出範囲内

の南端付近より分岐して トレンチ東隅に向うSD-04、 北端部から分岐して トレンチ西隅に向

うSD-05も 合わせて検出している。 SD-06～ SD-10は 小流水路であり、 SD-03の

洪水に伴うものであろう。他少数のピットやSK-06を 散在的に検出した。

遺構密度は以上のように決して高いものではなかった。 これは調査区が現芦浦の集落の立地す

る微高地の縁辺部に位置するためと考えられる。より高所側の東地区の方が西地区より遺構が多

く存在した点や、遺構埋土内の土器がローリングを受けている事実からすれば、現芦浦集落の下

に遺跡の中心が存在するものと判断されよう。

3.溝 状 遺構

SD-01か らSD-10ま での計10条を検出した。 しかし、SD-06か らSD-10ま での 5

条の溝状遺構は、SD-03を 中心とする洪水や氾濫の痕跡である。ここでは、 SD-01か ら

SD-05ま での 5条について説明する。

SD-01 東地区内を対角線状に伸びて存在する。幅 3.Oη ～40阿 の範囲内で、幅約 lηの流水
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部が移動することによって形成された。大きく見れば中央流水部と南流水部であり、それぞれ深

さ0,32～ 0.36印 、 0.30～ 0.紙比を測る。南より北へ流れたものである。

SD-02 東地区南西端に存在する。幅1.1れ、深さ0.26～0.28れを測る。直線的に伸びており、

西南方向から北東方向へ流れたものである。しかし、その流れは滞水状態に近いものである。ま

た、数度の改修を受けている。

SD-03 西地区内を対角線状に伸びて存在する。幅 2.Oa～ 2.銃 、深さ 0.44～ 0.47ηを測り、

ゆるやかな蛇行状況を示す。南から北へ流れたものであり、これはSD-01と ほぼ平行を示す。

当初ゆるやかな流れを維持していた後、不均等な砂土によって急激に埋没したものである。

SD-04 SD-03の 南端からほぼ直角方向 (東側)に分岐して存在する。幅 2.lTPb、 深 さ

0.48～ 0.54れ を測る。SD-03よ り分岐して東方へ流れ出すものである。数度の改修を受けて

いる。

SD-05 SD-03の 北端から分岐 (西側)し て存在する。幅 2.0れ 、深さ0.44η を測る。

東方から西方へ流れるものである。数度の改修を受けている。 SD-03が 大きく蛇行した後の

結果とも考えられるが、 SD-03と は異 り改修を受けている事実や、下層埋上が若千異り流れ

がやや急激であったと判断される点から、SD-03と は異るものと判断した。

SD-06か らSD-10ま での洪水・ 氾濫痕は、いずれもがSD-03と SD-04、 05の

分岐点のいずれかにその基点が求められる。これは、SD-05が 、北方へ大きくえぐられた状

態を示しているのと同様の現象である。

4.土   渡

SK-01か らSK-06ま での 6つの上頻を検出した。 しかし、調査の都合上 SK-04、

05については掘り下げを実施 し得なかった。また、 SK-02、 03、 04は調査区外に広が

るものであり、全体像は把握 していない。以下、不備は存在するが、全ての上竣について説明す

る。

SK-01 東地区で検出した。長辺 ■7窮 短辺 ■5れ を測る不整な隅丸方形を呈し、最大の

深さ0.26Tbを 測る。底面は一部が 2段に掘り込まれる。埋土は粘質上である。

SK-02 東地区で検出した。2,7Tb以上×1.8η以上を測る隅丸方形状の平面形を呈す。底面

はほぼ平坦で、深さ 0.16れ を測る。埋土は砂質上である。

SK-03 東地区で検出した。 SK-02に よって切り込まれている。10η以上×0.8η 以

上を測るやや不整な方形の平面形を呈す。底面はほば平坦で、深さ 0.12れ を測る。埋土は細砂土

で、 SD-01上 層埋土と共通する。
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SK-04 東地区で検出した。その大半

がSD-02に よって切り込まれており、掘

り下げは行い得なかった。0 5TbXO.5れ 以上を

測る方形の平面形を呈し、深さは 0.1知肥度で

ある。埋土は粘質土であるが、 SD-01の

埋土とは異なる。

SK-06 西地区で検出した。長径 1.硫

短形07れを測る不整な長隋円形の平面形を呈

す。舟底状の立面形を呈し、最大の深さ02れ

を測る。埋土は砂質土である。

5.ピ ット

イをラル易ラ万夏礫87

ｍ

下
―
―
Ｉ
Ｔ
＋
十
二

検出したピットは少数であり、それらを建

物、柵等に整理することは不可能であった。 ―

ただし、分布、形状より群を形成していたも

のと判断し得 るグループが指摘できた。この

グループ外のピットは散在的であり、かつ規

模、埋土等の共通点は見い出し難いものである。

L=87250

第 4図 主要土壊実測図

個々のピットの説明は省略するが、このグループについてのみ若千の説明を加えたい。

第 1ビッ ト群 東地区に存在する。 SD-02よ り東方でSK-01付 近までの範囲で検出し

たものである。全て、径 0.3η 深さ0.2η程度の規模であり、埋土も細砂土で共通 している。比較

的集中した分布を示し、かつSD-02に 区画され存在しているかのようである。

6.水 くみ場状 追構 (SD-01北 流 )

SD-01中 央流水路に平行していて存在する。上流側より「コ」字状に掘り込み、下流側で

SD-01中 央流水路 と合流する。 自然状態の河川においても、こうした現象は多 く存在するよ

うであるが、各辺が垂直的に鋭利に掘り込まれており、底面も均一な平坦面を呈 している。 SD

-01に 関連する人工的な遺構と判断した理由である。幅 09η、長さ5.5れ、深さ0.35～ 0.40れ を測

り、上流側が深い。 SD-01の 流水量にも関係するが、常時一定の滞水状況を形成することが

可能となる。導水施設ではなく、水汲み場等に利用された遺構と判断するのが妥当であろう。し

か し、漁携等他の利用法を否定する理由もない。判断は、類似する遺構例の検出、分析を待ちた

い。

＼

ＳＫ・０２
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第 5図 水

戸
L=87500

くみ場状遺構実測図

1      2m

7。 ま と め

SD-01、 03は、 自然地形に応じた流れであり、またその掘り込みの形状からしても自然

流水路と判断できる。その中で、SD-01は 流水部分の固定もほとんど達成され常 らず、不安

定な状況を呈するのに対し、 SD-03は 安定した状況を示している。 SD-01が より自然状

態に近く、 SD-03は 若干ながら人工の手が加えられていた可能性が考えられるのである。

SD-03に 若千ながら人工的な側面が存在する事実は、 SD-04、 05の存在とも関連す

る。 SD-04、 05は 自然地形とは反する流れを示し、 SD-03か ら取水する人工流水路で

あると判断できる。そして改修の事実よりその管理には十分注意が向けられていたものである。

従ってその水源であるSD-03に も人工的な管理が実施されていた事実は容易に想定されよう。

具体的な形では得 られなかったが、流路の固定という現象はSD-03の 管理と大きく関連する

ものであろう。

SD-02も 、 自然地形とは反する流れであり、人工流水路であると判断できる。これは、現

畦畔 とはぼ同一地点、同一方向に掘削されたものである。現畦畔が復元される栗田郡条里の痕跡

を留めているようであり、当然 SD-02も 条里地割の一部と判断されよう。ただし、 SD-0

2の 方位と条里方位には約デの差異が存在する。この差異は、当該地点が自然地形変化点であり、

かつ古地割との接点であるところから生 じたものであろう。

SK-01と 第 1ピ ット群は、 SD-02に 区画されて存在するものと判断できた。 SD-0
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2は 流水状況を有していた事実から、水田への取水に利用されていたものと思われる。一方、こ

のような区画としての意味もSD-02は 有していたものである。水田地帯の一角に形成された

小集落という条里景観をこれらより想定 しても大過なかろう。

以上をまとめてみると、 自然状況に近 い SD-01、 自然状況を管理したSD-03と 人工

流水路 SD-04、 05、 条里地割としてのSD-02と それに規定されたSK-01と 第 1ピ

ット群という3つ のグループを中心として遺構は形成されたものと言い得よう。この 3つ のグル

ープは順次人工的な色彩が強くなっているものであり、また遺物から得 られた年代観にも符合し

ている。こうした事実は、芦浦周辺の開発史を考えるうえで重要なものとなってくるだろう。 C佃
'II)

口.追     物

本調査において出土 した遺物は、その大半が前述した溝状遺構に伴なうものであり、その分量

は、遺物収納コンテナの凡そ 7箱分に相当する。遺物の遺存状況は全体に良好とは言い難 く、特

に弥生土器等など土師質の土器においては調整等の不明瞭なものが多い。以下、図化し得た全て

の遺物について、その概略を遺構別に述がる。

(1)SD-01(北 流路)第 6図

① 弥生土器 壷形土器  底径 9.5伽 。底部から胴部にむけて外反気味に移行する器壁をも

つ。調整は、外面にハケの後、ヘラミガキをタテ方向に絶す。底部と器壁を接合する際のツメ跡

が観察できる。黒斑と、底部外面に木葉痕を有する。胎土に 1～ 2翻大の有色鉱物、クサレ礫等

を合む。焼成良好。淡橙白色。

② 弥生土器 甕形土器  口径 1 54cln。 外反する口縁で、端部に面をもつ。調整は、口縁端

部に刻み目を入れ、頸部外面はタテ方向のハケ、口縁部内面は波状紋、頸部内面はヨコ方向のハ

ケを施す。胎土に 1翻大のクサレ礫を含む。焼成良好。外面は茶褐色、内面は淡橙白色。外面に

スス付着。

⑥ 弥生土器 甕形土器  底径 5,8 cln。 胎土に 1脚 大の石英 。長石・ クサ レ礫含む。焼成軟

質。淡橙白色。

(2)SD-01(中 央流路上層)第 6図

① 弥生土器 壷形土器  底径 6.O cllo l同 部にむけて外反気味に移行する器壁をもつ。外面

にタテ方向の太い単位のヘラミガキ、内面にヨコ方向のハケを施す。 1～ 2翻大の石英、長石等

の石粒含む。焼成やや軟。淡橙白色。黒斑あり。

⑤ 弥生土器 底径 8.4 cll。 外面にタテ方向のハケを施す。底部内面に指頭痕あり。胎土にク

サレ礫等の石粒合む。焼成やや軟。淡橙白色。黒斑あり。
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③ 弥生土器  底径 6.5 cll。 外面にタテ方向のハケを施す。焼成やや軟。淡橙白色。

⑦ 弥生土器  底径 72釦。胴部へやや直線的に移行する器壁をもつ。磨滅著しい。長石、

石英等の石粒含む。焼成軟質。外面橙白色、内面灰黒色。

① 弥生土器  底径 5.0釦。磨滅著しい。底部内面に指頭痕、外面に木葉痕あり。 1翻大の

長石 。雲母片合む。焼成やや軟。橙白色。

① 打製石器 不定形石器  剥片の鋭利な部分を利用しての刃器かと思われる。

⑩ 磨製石器 柱状石斧  刃部は欠損しており、縦・横斧の判断はむつかしい。背面の柄の

装着部にくばみをもつ。

(3)SD-01(中 央流路下層)第 6図

① 弥生土器  底径 8 4 clp。 胴部にむけて外反気味に移行する器壁をもつ。クサレ礫合む。

焼成軟質。淡橙色。

⑫ 弥生土器  底径 60伽。薄い平底の底部片で、外面にタテ方向のハケを施す。胎土に黒

色鉱物 (酸化鉄 ?)、 雲母片含む。焼成良好。外面淡黒褐色、内面淡橙褐色。

〇 弥生土器  底径44卸。 1～ 2翻大の石粒合む。焼成軟質。橙白色。

⑭ 弥生土器  底径 3.9 cll。 胴部へ外反気味に移行する器壁をもつ。胎上にクサレ礫含む。

焼成やや軟。淡橙白色。黒斑あり。

〇 不定形石器  淡緑白色。石核かと思われる。

(4)SD-01(南 流路)第 6凶

④ 弥生土器  底径 6_8印。外面にタテ方向のハケを施す。胎土に1～ 2伽大の石粒含む。

焼成軟質。淡橙白色。

(5)SD-02 第 6図

O・ 〇 土師器 小皿  ⑦は口径 8.2 clB、 ①は口径 94c12。 ナデにより成形。胎土精良。焼

成やや軟。橙白色。

〇 黒色土器 娩  口径 12 6 cln磨 滅著しい。口縁部内面に一条の沈線をめぐらす。体部は

□縁部へ内弯気味にのびる。内外面とも炭素付着。胎土は微細な長石を合み精良。焼成良好。淡

黒褐色。

⑩ 土師器 羽釜  口径 20飾。口縁部は外反気味に内傾し、端部に面を有する。鍔部を水

平に貼り付ける。外面には炭化物の付着がみられる。胎土は粗く、焼成良好。茶褐色。

① 須恵器 鉢  口径 17翫 。体部は内弯してたちあがり、口縁部は外反し端部に面を有す

る。回転ヨコナデにより成形。胎土に微細な長石、黒色粒を含む。焼成やや軟。灰色。
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(6)SD-03(上 層)第 7図

② 弥生土器 壷形土器  口径 9 8 clB。 頸部から口縁部へは外反し、日縁部は内曲しておさ

まる。磨滅著しい。胎土は石粒多く、クサレ礫合む。焼成やや軟。淡橙白色。

② 弥生土器 壷形土器  口径 18.鯨 。日縁部を大きく外反させ、□縁端部を下方に折り曲

げた形にふくらませる。口縁端部下端に刻み目を施す。頸部外面はタテ、内面はヨコ方向のハケ

を施す。焼成やや軟。橙白色。

② 弥生土器 壷形土器  口径 14.赫 。形状は④に似る。磨滅著しい。焼成やや軟。淡橙色。

〇 弥生土器 壺形土器  国径 19赫 。口縁部を大きく外に開き、端部を下方に屈曲させる。

② o②に比して器壁が薄い。胎土にクサレ礫を含む。焼成やや軟。淡橙色。

33

④ 】吻

② §盛
37 1

10 Cm

第 7図 SD-0
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④ 弥生土器  底径 7.2伽。やや上げ底の底部より内弯気味に胴部へと移行する。外面にか

け網目痕あり。胎土に2翻大の石粒、クサレ礫を合む。焼成やや軟。白橙色。

② 弥生土器  底径 8.2 cll。 厚い底部から直線的に胴部へと開く。磨滅著しい。胎土に 1嗣

大の石粒をやや多く合む。焼成軟質。淡橙白色。

⑬ 弥生土器  底径 7.4 clE。 厚い上げ底の底部。胎土に石粒多く合む。焼成やや軟。外面淡

橙白色、内面暗灰色。

⑩ 弥生土器  底径 6 0 cll。 外面にタテ方向の粗いハケを施す。底部内面に指頭痕あり。焼

成やや軟。暗橙白色。

⑩ 弥生土器  底径 7 2 clx。 直線的にたちあがる器壁をもつ。胎上に 1翻大の石粒を多く合

む。焼成やや軟。淡橙 白色。

① 土師器 甕形土器  口径 14.飾 。内弯気味の口縁部で、日縁端部は内側に肥厚させ、そ

の上端に内傾する面をもつ。胎土精良。焼成良好。淡橙灰色。

⑫ 須恵器 郭蓋  口径 100cll。 体部は回転 ヨコナデにより成形し、口縁部はやや外反気味

に開き、端部は丸くおわる。胎土に微細な長石を含み緻密。焼成堅緻。青灰色。

〇 須恵器 jTk蓋  口径 16砺 。扁平な宝珠形つまみをもつ。天丼部はヘラ削りを施して平

坦に仕上げ、内面中央はナデにより仕上げる。回縁端部は丸くおわり、口縁部内面に突出しない

かえりをもつ。

② 須恵器 杯身  口径 118伽 。器高 2 7 cln。 回転 ヨコナデにより成形し、口縁部はやや外

反気味に開き、端部は丸 くおわる。胎土に長石を多く合み、雲母片も若千合む。焼成良好。淡灰

色。

① 須恵器 短頸壷  口径 98例。体部最大径 12幼 。回転 ヨコナデで成形する。頸部は直

立し、肩部はなだらかに体部へつながる。口縁端部は丸くおわる。胎土に微細な長石を合む。焼

成良好。暗青灰色。

〇・〇 不定形石器  材質はサヌカイ ト。剥片の鋭利な部分を利用しての刃器かとおもわれ

る。

〇 磨製石器 蛤刃石斧  断面は隋円形を呈し、刃部の大半を欠損する。刃部先端付近は丁

寧に磨製している。幅 7 3 clp。 残存長 7.7 clp。

(7)SD-03(下 層)第 8図

〇 弥生土器 甕形土器  4条 の沈線を巡らす頸部。胎土にやや大粒の長石・ 石英等を多く

合む。焼成良好。外面淡明橙色、内面淡橙白色。
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⑩ 弥生土器 甕形土器  □径 22.肺 。大きく外に開く□縁部をもち、端部外面に刻み目を

施す。胎土に多くの石粒を合む。焼成やや軟。淡橙白色。

① 弥生土器 壷形土器  口径 9.8釦。頸部から口縁部へ外反し、口縁部は内曲しておさま

る。胎土精良。焼成良好。淡橙白色。日縁部外面に黒斑あり。

46

― ェ.二〇

第 8図 SD-03(下 層)出土追物実測図
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第 9図 SD-04(59～ 60),SD-05(61～ 71),SD― o9(72・ 73)包合層 (74～ 81)

出土遺物実測図
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⑫ 弥生土器 壺形土器  □径 15,CLvo ①の大型品で、口縁端部に内傾する面をもつ。□縁

部外面にコブ状の隆起を貼り付ける。胎土に 1～ 2翻大の石粒を多く合む。焼成軟質。淡橙白色。

④ 弥生土器 壷形土器  口径 22.砺。□縁部を大きく外反させて開き、端部は下方にわず

かに拡張させる。端部はヘラ描 き紋で飾り、頸部には沈線 3条を巡らす。□縁部上面にコブ状隆

起を有する。胎土にクサ レ礫を含む。焼成良好。淡橙白色。

④ 弥生土器 甕形土器  口径 13砺 。外反して開く□縁部で、内面に波状紋、外面にタテ

方向のハケを施す。胎土に黒色石粒を合む。焼成やや軟。橙白色。

○ 弥生土器 甕形土器  口径 15勘 。外反して開く口縁部で、内面にヨコ方向、外面にタ

テ方向のハケを施す。胎土は石英 。長石を多 く合み粗質。焼成やや軟。外面淡橙灰色、内面暗灰

色。

⑮ 弥生土器 甕形土器  口径 18.飾 。形態は○に似る。□縁部の内外面に炭化物付着。胎

土に雲母片含む。焼成良好。茶褐色。

⑫ 弥生土器  底径 7.6 clm。 厚い底部をもつ。胎土に黒色石粒を合む。焼成軟質。外面淡橙

白色、内面淡灰黒色。

⑮ 弥生土器  底径 6 8 cll。 器壁は底部よりなだらかにたちあがる。胎土に 1～ 2翻大の長

石・ 石英等の石粒合む。焼成やや軟。明橙褐色。

⑩ 弥生土器  底径 41卸。底部中央は周縁部よりも高 く成形される。体部外面にタテ方向

のハケを施す。胎土は石粒多く粗質。焼成良好。外面淡橙白色、内面暗灰色。

① 弥生土器  底径 8 2 clB。 底部よりゆるやかにたちあがる器壁をもつ。体部外面にタテ方

向のハケを施す。胎土に石英 。長石等を多く合む。焼成やや軟。淡灰褐色。

① 弥生土器  底径 5.O c12。 胎上に黒色粒を含む。焼成やや軟。淡橙灰色。

⑫ 須恵器 郭蓋  口径 10砺 。体部は回転ヨコナデ、天丼部はヘラ切り後未調整、天丼部

内面にナデを施して成形する。口縁部はやや外反気味に開く。胎土は雲母片、黒色粒を合み緻密。

焼成良好。灰色。

〇 須恵器 郭蓋  口径 10.2clB。 器高 4 0 cll。 成形法は⑫に似る。胎土に 1翻大の長石を多

く合む。焼成良好。淡灰色。

⑭ 須恵器 郭身  口径 8.8 clp。 器高 3 5 clP。 回転ヨコナデにより成形し、底部外面にはヘ

ラ削りをたす。立ち上がりと受けを有し、立ち上がり部は三日月状を呈する。焼成良好。内面青

灰色、外面灰色。

① 須恵器 郭身  口径 109師 。器高 3 1 cll。 回転ヨコナデにより成形し、底部外面はヘラ

-18-



削りにより仕上げる。□縁部はやや外反して開き、端部は丸くおわる。焼成良好。淡青灰色。

〇 須恵器 郭身  口径 ■輸 。器高 3.8 cln。 回転 ヨコナデにより成形し、底部はヘラ切 り

後ナデおさえで仕上げる。底部内面はナデを施す。焼成は良好であるが、器壁に気泡を多く含む。

暗灰色。

〇 須恵器 邦身  口径 14幼 。底径 98あ。器高 4.l cll。 断面方形のやや外に開く高台を

有する。口縁部は外に開き、端部は丸 くおさめる。焼成良好。淡青灰色。自然釉付着。

① 不定形石器  材質はサヌカイ ト。剥片をさらに部分的に加工し、刃器として利用した も

のかと思われる。

(8)SD-04 第 9図

〇 弥生土器 甕形土器  □径 15.肺 。大きく外反して開く□縁部で、外面にタテ方向、 内

面にヨコ方向のハケを施す。胎土に 1翻大の石粒多く合む。焼成良好。内面淡灰色、外面橙灰色。

⑩ 弥生土器  底径 9 2 cll。 器壁は底部よりなだらかに立ち上がる。胎上に雲母片含む。焼

成やや軟。外面灰褐色、内面橙灰色。

(9)SD-05(上 層)第 9図

① 土師器 甕形土器  口径 17嚇 。「 く」字状に屈曲する口縁部で、□縁端部は内側に肥

厚させ、その上端に内傾する面をもつ。胎上に 1翻大の長石等を合む。焼成良好。淡灰褐色。口

縁部外面にスス付着。

⑫ 磨製石器 磨製石斧。一部欠損 した刃部をさらに磨製 して利用した様相を呈する。

中O SD-05(下 層)第 9図

〇 弥生土器 壷形土器  口径 塾,OclP。 大きく外反して開く□縁部で、端部は下方に折り曲

げて垂下し、外側に面を有する。頸部外面はタテ方向、口縁部の内外面にはヨコ方向のハケを施

す。□縁端部の外面は、細かい周期の波状紋で飾る。胎土に1翻大の石粒を含む。焼成軟質。淡

橙白色。

① 弥生土器 壺形土器  口径 16.勧 。やや外に開きながら直立する口縁部をもつ長頸壺。

口縁端は丸くおさめる。胎上にクサレ礫等を合む。焼成良好。橙白色。

① 弥生土器 甕形土器  □径 19鯨 。外反して開く口縁部で、端部外側に狭い面をもつ。

口縁部外側は歩テ方向、上面はヨコ方向のハケを絶す。胎土に1翻大の石粒を合む。焼成やや軟。

淡橙褐色。

〇 弥生土器 甕形土器  □径 190帥 。外反して開く口縁部で、端部は下方に折り曲げて垂

下し、外側に狭い面をもつ。□縁部外面にタテ方向、内面にヨコ方向のハケを施す。胎土に雲母
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片を含む。焼成良好。外面茶褐色でスス付着。内面橙灰色。

⑦ 弥生土器 甕形土器  口径 140 cll。 外反して開く口縁部で、端部は単純に丸くおさめて

おわる。外面にタテ方向のハケを施す。胎土に1翻大の石粒を多く含む。焼成良好。灰茶褐色。

◎ 弥生土器 甕形土器  口径 13.2clB。 「 く」字状に屈曲する日縁部で、端部は強くナデて

上面に内傾する面をもつ。胎土に 1翻大の石粒合む。焼成良好。外面淡橙色、内面灰褐色。

⑩ 弥生土器  底径 4.6釦 。胎土に雲母片含む。焼成良妊p淡橙灰色。

⑩ 須恵器 rTh身  口径 10 2cll。 器高 4.1釦。回転ヨコナデにより成形し、底部外面はヘラ

切り後ナデで、内面はナデにより仕上げる。体部は直立気味に外に開く。胎土にやや大粒の長石

を含む。焼成良好。淡灰色。

① 須恵器 郭身  口径 11 6clp。 器高 3 3 cll。 丁寧な回転ヨコナデにより成形し、底部外面

は回転ヘラ削り、内面はナデにより仕上げる。胎土は、やや大粒の長石・ 黒色石粒を合むが全体

的に精良。焼成良好。淡青灰色。

10 SD-09 第 9図

⑫ 弥生土器  底径 5 0 cln。 器壁は底部よりゆるやかに立ちあがる。外面にタテ方向のハケ

を施す。胎土に1翻大の長石・黒色石粒を合む。焼成やや軟。淡橙色。

〇 砥石  断面方形で、使用痕あり。

ID 包含層 第9図

⑭ 弥生土器  底径 8,0師 。胎土にクサレ礫等を合む。焼成やや軟。内面灰褐色、外面淡橙

色。

〇 弥生土器  底径 7.2印 。器壁は底部より外反気味に胴部へ移行する。胎土にクサ レ礫等

を合む。焼成良好。外面暗灰色、内面淡橙白色。

④ 弥生土器  底径 9 1 clp。 器壁は底部より外反気味に大きく開いて胴部へ移行する。胎土

に 1翻大の石粒を多 く含む。焼成良好。淡橙色。

⑦ 弥生土器  底径 5.2印 。体部外面にタテ方向のハケを施す。胎土に 1翻大の石粒合む。

焼成良好。橙白色。

〇 須恵器 直口壷  口径 9.2 clp。 回転ヨコナデにより成形し、口縁端部はやや鋭 くおさめ

る。口縁部下半に 2条の沈線を平行に巡らす。胎土は微細な長石を合み精良。焼成良好。暗灰色。

⑩ 須恵器 郭身  底径 10 8cll。 外側にふんばる断面台形の高台を有する。胎土に微細な長

石・黒色石粒を含む。焼成良好。暗灰色。

① 白資 坑  底径 4.0釦。底部外面中央に削り残しがある。高台は断面方形を呈する。体

-20-



部下半から高台部は露胎であり、施釉部はやや青みがかった乳白色を呈する。ハケは施釉前に施

す。内面に三叉 トチン痕あり。

◎ 信楽焼 福鉢  底径 10 2 clE。 2本単位の刻み目を有する。胎上に 1～ 2脚大の石芙・長

石を合む。焼成堅緻。赤褐色。

00 その他

上述した以外の遺構においては、図化し得る遺物を出土しなかった。 SD06と SK03は 弥

生土器片、SK-01・ SK-02は土師皿、黒色土器婉、羽釜等を断片的に包合した。 (大崎)

ハ。 ま と め

今回の調査により得られた成果を以下に列記する。

(1)SD-01は 、弥生時代中期以降の遺物を包合するが、埋土下層より弥生時代後期の上器 (

12・ 13・ 14・ 16)を 出土する。したがって、この溝状遺構は弥生時代後期のものと考えられ

る。但し、北流路に関しては弥生時代中期の上器のみを出上 しており、遺構のあり方からみ

ても弥生時代後期とするよりも、弥生時代中期の年代を考える方が妥当である。これらのこ

とより、 SD-01は弥生時代中期には機能 しており、北流路もおよそその時期に掘削された

ものであろう。その後、一時的に流れを止めたが、弥生時代後期に至るまで存在したものと

考えられる。

(21 SD-02は 、平安時代末期 (12世紀代)の遺物を出上しており、遺構の年代もこれにした

がうものである。そしてSK-01、 SK-02に 関しても、この時代の遺物を出上している。

131 SD-03は 、遺物量が最も多く、弥生時代前期から歴史時代に至るまでの遺物を包合した。

遺構の年代は、埋上下層から出土した須恵器 (52～ 57)よ り、七世紀前半から後半頃まで機

能したものと考えられる。SD-04、 SD-05に 関しても、およそ同時期のものと考えられ

る。

以上の点を核 として整理すると、今回の調査において検出した遺構は、

SD-01(北 、中央流路)→ SD-01(中 央、南流路)・ SD-06・ SK-03→ SD-03

・ SD-04・ SD-05→ SD-02・ SK-01・ SK-02

という変遷をたどり得る。この動向を車津市北部地域の様相に関連させて位置づけ、成果のまと

めとする。

SD-01(北、中央流路)の 機能した弥生時代中期は、野洲川の後背湿地において遺跡数が増

加する時期である。SD-01は人工的な掘肖Jが加えられており、集落が遠からず存在することを

想起させる。この地における集落が野洲川の形成した自然堤防上の微高地に立地し、後背湿地が農
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地として利用されてることから想定すると、SD-01は農業生産の為の水利施設的な役割を有し

ていたと考えられる。 SD-01(中央、南流路)についても、ほぼ同様の機能が考えられる。そ

して、このSD-01が一時的にその機能を停止しつつも弥生時代後期まで存在したことは、この

地が野洲川の氾濫原という不安定な立地ながらも、微高地における集落は継続して営まれていた

ことを示すものといえる。

SD-03、 SD-04、 SD-05と 、前 のSD-01の間にば、時間的な空白が存在する。これは、

この地域において数多くあった弥生時代中期以降の遺跡が古墳時代前期頃に姿を消していき、白

鳳寺院が集中的に造営される七世紀後半まで遺跡の存在が途絶える動向と様相を同 じくするもの

である。隣接 して存在する観音寺廃寺の造営時期 (七世紀後半)に先立っての七世紀前半頃に、

この地域の再開発が始まったと考えられる。

SD-02は、この地域においてみられる一連の条里地割 (栗太郡主条里)と 同方位をもつもの

である。観音寺廃寺が栗太郡主条里とは異なる異方条里が想定されており、その変容を考える上

での一資料となり得るであろう。                        (大 崎)

5。 問 題 の 所 在

1

今回の調査では、弥生時代から中世に到る追構、遺物を検出した。それらの中で溝状遺構は時

代の移行に伴い、その性格を順次変化させているものと判断できた。溝状遺構の性格変化は、治

水方法の変化、すなわち開発の進展状況を示すものである。

開発、特に水田開発は、社会構成の問題と直結する。水利絶設という統一物を媒介にして複数集団

が結合して開発を実施 し、その結果また新たな集団が形成される。あるいは、地域集団を越えた

強大な権力によって開発が推進された場合も存在する。いずれにしろ、開発が社会構成、あるい

はそれを取り囲む政治過程と関連することは否定できない。

今回の調査報告のまとめとして、芦浦遺跡での開発過程を明かにしつつ、開発の有する一般的

性格について考えてみたい。

2

まず、芦浦遺跡の溝状遺構の位置付けを明確にする所から初めたい。溝状遺構は3つの段階に

分けることが可能であり、それに従って述べることとする。

芦浦 I期  弥生時代中期か ら同後期までが該当する。すなわちSD-01の 機能した期間で
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ある。

SD-01は 、南東方向から北西方向へ流れる。幅 3～ 4免 程度の範囲内で、幅約 1‐の流水

路が常時変化しながら存在 したものであり、自然流水路と判断できる。これは、芦浦微高地と印

岐志呂神社微高地との間に存在する低湿地部に網羅状に流れていたであろう小河川の一部でもあ

る。

芦浦微高地上には、 SD-01に 近接して集落が営まれていたであろう事実は、SK-03、

04、 水くみ場状遺構の存在から想定され、印岐志呂神社微高地上にも集落は存在する。これら

の集落が同時併存であったか否かは不間とするが、これらの集落の開発対象地としてSD-01

の流れる低湿地部を想定することは不可能ではないだろう。すなわち、この低湿地部が水田とし

て利用されていた可能性は高いものである。 SD-01が 、これらの水田に利用されていたと判

断することはできないが、41U羅状に流れる小河川のいずれかが整備され、用水路としての機能を

付与されていたものと想定し得る。

いずれにしろ、ほぼ自然状態のまま放置されていたSD-01の 存在は、水田に対しても集落

に対しても大きな脅威であったと考えられる。後述するように用水路等の設備は相当なものが存

在したと思われるが、 SD-01の 存在は、用水として整備される河川以外は自然状態のまま放

置されていた事実を示すものではなかろうか。

SD-01は 、集落、水田に近接する自然流水路である。小河川と言えども大きな危険を有す

るものである。それがそのまま放置されていた事実は、開発技術の未熟さを示すものであろう。

芦浦 H期   7世 紀初頭か ら8世紀までが該当する。 SD-03、 SD-04、 SD-05の

機能した時期である。

SD-03は 、幅約 3mの流水路であり、南東か ら北西方向へ流れる。等高線に直行しており、

自然流水路と判断できる。 しかし、SD-01と は異なり、幅 3 Tb内 で安定 した流れを呈してい

たようであり、小河川が固定化されていたものと考えられる。 SD-01の ように全くの自然状

態のまま放置されていたものではない。小河川への一定の維持管理が実施されていたのである。

さらに、 SD-04、 SD-05は SD-03か ら分岐して、等高線と平行 して流れる流水路

である。ともに幅約 2れ の人工流水路と判断される。自然流水路から人工流水路への取水施設の構

造については明らかにし得なかったが、分岐点付近がやや深 くなっている事実、粘上の堆積が他

より著しい事実、分岐点付近から水があふれ出している事実等より、堰等を設置し滞水状況を形

成したうえで取水していたものと判断できた。 SD-04は 芦浦微高地上へ、 SD-05は 低湿

地部へ、それぞれ導水されたものである。規模や立地から判断すれば両者 ともに灌漑用水路であ
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第10図 芦浦周辺の古地割想定図 (註①文献より)
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り、微高地縁辺部と低湿地部が計画的に同時に開発された事実を示すものである。

以上、当該期は河川管理が達成され、計画的な開発が、微高地、低湿地といった微地形に左右

されず実施された段階と言い得る。低湿地内の一部が開発され、付近に自然状態のままの河川が

存在 した前段階とは大きな変化である。当然、その間の低湿地部の堆積化という自然条件の変化

も理由の一つになろうが、開発技術の向上と、それを可能にした社会条件の変化に最大の理由が

存在する。微地形に左右されない計画的開発は、この意味から大きく評価されねばならないだろ

う。

盲浦Ш期  中世初頭の12世紀が該当する。 SD-02の 存在期間である。

SD-02は 、現水日の地割方向にはぼ一致し、N-38七 Eの方向で北流する小水路である。

付近一帯は条里遺構が明瞭に残在しており、これはN-33七 Eの方向を示す。従って、若千のズ

レを微地形による誤差と理解するなら、SD-02は 条里地割の一部と判断できよう。これは、

SD-02の 位置からも首肯できる。

ところで、SD-02の 東方ではSK-01や 第 Iピ ット群等同時代の遺構が比較的顕者に検

出されたのに対し、西方では全 く遺構が存在しなかった。これは、SD-02が 区画溝としての

機能を有していた事実を示すものであり、その西側を水田に、東側を集落にそれぞれ利用、区画

されていた事実を示している。当然、SD-02は 流水状況を示し、かつ、より高所へ流れている

事実は、西側水田への潅漑用水路としての機能を有していた事実を示すものでもある。

いずれにしろ、当段階では、芦浦遺跡が条里景観に組み込まれ、水田開発と集落構成が、それ

によって統一的に実施されていたのである。付近の調査でも、条里の施行はほぼこの段階に該当

するようであり、古代の開発の到達点であり、中世の開発の出発点である条里制による地割が、

この段階の所産である事実は否定できない。

ところで、芦浦Ⅱ期の廃絶に関連し、当該期と同様の内容を有する開発が、 7世紀末頃に実施

された可能性が指摘されている。いわゆる「古地割」の施行である。古地割悉?微地形の影響を

受けつつも、N-11と Eの方向を示し、下寺観音堂付近では約 106～ 107η メッシュの溝渠遺構

として存在する。古地割は、低湿地と微高地上を統一的に開発する点や、付近の白鳳寺院がほぼ

この方位に従っていることから予想される集落への規格化という点において、条里開発と何ら異

る点は存在しない。しかし、守山市赤野井付近の古地割が南北方向を示し、当該地区の古地割の

方位と異にする点からすれば、広大な範囲を対象としたものではなかったと推定される。この点

においては、条里地割とは明確に区別されよう。

また、今回の調査でその遺構が検出されていない事実は、統一的な用水路としての意味を付与
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されていなかった事実を示す。前段階の開発形態からも、後の条里地割からも区別される視点と

なる。いずれにしろ、前段階とは全く異る開発が施行され、これは一定範囲内での計画性、集落

構成までの規格性 という点においてⅢ期に合み得るものである。

つまり、当該期は古地割による狭い範囲での前半期と、広範囲に及ぶ条里 地割による後半期に

分けるべきものであり、前半期は 7世紀後半から8世紀前半の頃、後半期は12世紀に比定できる。

以上、芦浦遺跡の開発状況を周辺の状況を加味しつつ見てきた。再整理をするなら、

育浦 I期 本格的な自然管理を行わす、自然流水路が開発対象地付近にも存在する段階

芦浦H期 自然流水路を計画的に固定化 し、それ らから人工流水路を引き、微高地上及び低湿

地部を統一的に開発する段階。

吉浦Ⅲ期前半 一定範囲に及ぶ計画的地割を施行し、それによって開発を実施する段階、ただ

し、まだ十分な確証は存在しない。

芦浦Ш期後半 広大な範囲に及ぶ条里地割を施行し、それによって開発を計画的に実施した段

階。

という都合 4つになるだろう。

3

以上 4つ の画期によって集団関係や社会構成はどのように変化したであろうか。他地域におけ

る開発の状況を参考にしつつ考えてみたい。

芦浦 I期 における灌洸用水の技術には相当なものが存在する。
②

京都府森本遺跡では用水路が検出されている。幅 1～ 1.8れ の溝で、両側を矢板によって土ど

めが旋されている。水路に直交する丸太が存在 し堰としての機能が想定され、水田状遺構がこの

水路に沿って検出されている。水路は全長 400れ に達するものであり、そこに打ち込まれた矢板

は 10000本 以上になると言う。広大な面積が水日として開発された事実を示すものであり、その

灌漑用水路へは膨大な労働が投下されているのである。弥生時代中期初頭に比定される。一方、

大阪府西浦橋磐鉄では蛇行する自然河道に堰を設置し、攻撃面から幅 4例の人工流水路に取水し
④

ていた。弥生時代中期中葉に比定される。また、岡山県雄町遺跡では、弥生時代中期中葉の幅 6

η程度の幹線用水路 と、それか ら分岐する小溝とが検出されている。幹線用水路は矢板、杭等に

よって保護されたものではあるが、 自然流水路を利用したものであり、全 くの人工流水路ではない。

さて、これらの潅漑施設は相当な労働力が投下され、維持管理に十分な注意が向けられていた

事実を示す一方、自然の流水路を利用 したものであり、微地形に左右されない本格的な人工用水

路を掘削したものではない。決して大規模な開発であるとは言い難いものではある。つまり、自
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然の微地形に左右されつつ、集落近辺の小流水路を利用して周辺を開発していたものに留るので

ある。森本遺跡の 400れ にも及ぶ用水路は長大なものではあるが、それは恵まれた自然環境とそ

の開発を実施 し得る人口の存在を示すものであり、周辺の地形から判断しても、決して小水系を

越えた開発とは考えられないものである。言わば、小水系に限定された範囲内を点的に開発を実

施 していたにすぎないのである。当然、小水系の範囲や集団規模によって開発面積に大小が生 じ

てくるものであり、これこそ弥生時代の不均等発生の原因である。

芦浦遺跡周辺においては、片岡・ 志那中 。下物・ 皆出・ 欲賀等々の集落が存在する。これらは

点々と移住 し、かつ人口増のため分村していった結果成立したものである。活発に移住 している

事実は、水日経営の未熟さと、点的にしか実施されなかった開発を如実に示すものである。弥生

時代の開発の実態を示すものであり、小集団による開発の典型的なものと言い得るだろう。

ここで、連続する古墳時代の問題について若千考えておきたい。古墳時代になれば、用水路等

によリー層の技術革新が加えられる。奈良県纏向遺跡で1冥 幅 5～ 6η、深 1れの人工流水路が、

長さ 1.5肺程度に渡って掘削されていた可能性が指摘されている。水路は矢板、杭等によって保

護され、堰、集水マス等によって分水等を実施する。

この水路は、「辻旧河道」と「大和川」を結ぶものと想定されており、これは少 くとも小水系

に限定された範囲ではない。むしろ、小水系の範囲を越えた人工的な水系の設置として評価し得

るものである。

弥生時代の開発の到達点として岡山県百間川遺跡群の水田が存在す琴?長さ 1肺以上に及ぶ大

水田地帯である。その成立と経営の具体的な方法については不明な点が存在するが、複数の集団

がその周辺に存在 したものと想定されており、それらの個別集団が点的に小水系に応 じて開発 し

ていった結果の集積 として成立 したものと考えたい。これはその水田内に小水路が複数存在する

点からも妥当性を有 しているだろう。いずれにしろ、大水田地帯の経営に当る集団相互間には、

水利、維持、経営等々の諸点での利害関係が成立し、新たな指導者や集団構成を生 じさせたであ

ろうと考えられる。

纏向遺跡の用水路はまさにそうして成立した集団によって営まれたものであり、小水系毎に分散して

いた個別集団の結合を物語るものである。大水系間という限定は存在するものの、複数集団が結

合 して計画的に開発したものである。点的な開発を実施 していた弥生時代とは異り面的な開発が

行われるようになったのである。採に「地縁的集団」とは、このようなものを言 うのではなかろ

うか。

芦浦遺跡付近では、この段階の開発が実施されていた可能性は薄 く、むしろ湖岸に近い不安定
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第11図  F「 岐志呂神社古墳群

な開発不可能な土地であったと考えられている。

ところで、印岐志呂神社古墳群は 4基で構成

される後期古墳群であ潔 4基の古墳は、ほぼ

等質的であり、等間隔を置いて立地している。

こうした現象は後期群集墳の小支群的性格を古

墳群全体で具現化しているものかもしれない。

つまり、一つの小支群 (4基 )か ら構成される

群集墳として、当古墳群を理解することが可能

となる。後期群集墳の被葬者は「政治的支配を

受けた家父長層」である。印岐志呂神社古墳群

の存在は、芦浦遺跡周辺ではそうした人格が一世代に一主体 L/か存在 しなかったと想定させると同

時に、開発の後退した地域でも政治的支配が完徹されていった事実を示す。実体は不明であるが、

微細な開発と言えども決して無秩序なものではなく、一定の計画性を有したものであり、新しい

政治体制に対応 し得るものであったと言い得るだろう。

芦浦Ⅱ期は、全国的に見れば大規模開発の実施された段階である。古市大溝の掘削であ琴ヱ古

市大溝は段丘上を掘削したものであり、10肋 にも及ぶ長大な水路である。同時に東除川の付け替

えも実加されており、総延長15脇 にも及ぶ人工河川の掘肖Jが行われたこととなる。まさに「国家」

主導型の大開発であが〕未開の地を著しく減少させたと同時に、全 く新 しい集団関係を形成 した

ものであろう。

現状では、こうした大規模開発は古市大溝以外に知られていない。 しかし、そこで用いられた

溜池灌漑等の新 しい技術は各地の開発を飛躍的に発展させたであろう事実は存在に難 くない。

甲良町町内では、犬上川扇状地上で 7世紀前半頃か ら集落が急激に拡大す蒼?下之郷遺跡、尼

子南遺跡、長畑遺跡、法養寺遺跡等である。付近には二子塚古墳等比較的多数の古墳が存在し、

集落内においても古墳時代の遺物は少数ながら検出されている。決して当地は未開のままではな

かった事実を示す。しかし、先述の 7世紀代以降の諸遺跡の内容は整然としたものであると同時

に、建物数においても実に大規模なものとなっている。 7世紀前半頃に人口増と新たな集団関係

を可能にした開発が実施されたとする一つの例証に成る得るだろう。この場合開発は、開析扇状

地の小範囲のものから扇状地上の広大な高燥地へ向ったものと考えられる。 これには古市大溝の

掘削に表出されているような新しい諸技術が必要であった事実は言うまでもないだろう。

南山城地域でも同様の現象が存在する。城陽市正道遺跡で 1∫?木津川の形成した段丘に面する
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第12図 犬上川扇状地上主要追跡分布図

丘陵上に6世紀後半頃から集落が本格的に形成されている。前段階まで古墳が築造されていた段

丘上が開発されだした例証である。

このように、扇状地や段丘上の高燥地がこの段階に開発され出した例証は多い。

一方、今回の声浦遺跡1ま 沖積平野であり、また異った開発が実施 されたと考えられる。 SD一

〇3を中心とするSD-04、 SD-05の 人工流水路は、微高地上にも及んでおり、低湿地と

微高地上を統一的に開発 した事実は前述した。 しかし、その水路の規模は、弥生時代に一般なも

のと何ら差異は存在せず、従って、その用水路によって開発可能な範囲は点的で小規模なもので

あると言わざるを得ない。しかし、この段階では周辺に存在する微高地上に再び集落が形成され

ており、それらの多 くが併存したものであると考えられる。これらの集落が個別に人工流水路を

営み、点的な開発を実施 したと考えた場合、集落密度は濃 く、一本の人工流水路や小河川の付け

替えにおいても他集落との間に大きな利害対立が生 じたと考えざるを得ない状況である。むしろ、

集落相互が計画的に流水路を営み利害関係を調整 していったものと考えるのが妥当であろう。芦

浦遺跡で検出された流水路は、周辺地域内において計画的に、網羅状に掘削されたであろう用水

路の一部と考えられるのである。
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ところで、声浦遺跡で認められたような沖積平野での開発と、古市大溝に体現された高燥地の

開発は一見無関係のように思われる。 しかし、古代における沖積平野は大河川の支流が網羅状に

存在し、氾濫、埋積を常時的に繰り返していたものであり、決して安定 したものではなかった。

古墳時代以前の水田や水路が短期間の存在で しかなかった事実は、ここに起因する。安定した開

発にはこれらの流水路を確実に固定しなければならない。大阪府亀井遺跡で 1蓼?5世 紀代の堤防

遺構が検出されている。本格的な河川統治の技術が存在 した事実を示す。芦浦遺跡周辺において

も、野洲川南流や草津川の支流の確実な固定化が達成され、それを前提として沖積地の開発が実

施されたことは言うまでもないだろう。質、量において異るが、古市大溝を掘削した諸技術との

関連性は十分に想定されよう。

さらに、両者の間には新たな集団関係の形成という共通点が存在する。古市大溝の場合、大規

模性、計画性、高等な技術性といった視点から容易に<国家>と いう主体による開発が想定され、

そこで生 じた集団関係は<国家>を軌軸とした社会秩序に他ならない事実は明らかである。そし

て、甲良町等において想定される開発も、下之郷遺跡等の住居配置の規格性や高度な技術を必要

とした開発形態から、古市大溝に準 じた<国家>主導形の開発であったと想定される。一方、芦

浦遺跡の開発は現象的には古墳時代の纏向大溝の開発と同一であり、技術的にも高度なものは想

定されない。ただし芦浦遺跡の開発は、その範囲内の集団関係のみによって達成されたとは考え

難い状況が存在する。微高地上に存在する諸集団は、次の段階になればその大半が氏寺建立主体

へと成長する。すなわち、いずれもが独立した存在であり、それらが結合 して一つの集団を形成し

た可能ll■ は薄いものである。経向大溝が集団の結合を基本としてその集団の首長の指導下に掘削

されていたものとは異 り、芦浦遺跡の周辺では個別集団の状態でそれらを統括する開発が実施さ

れているのである。そこには、個別集団を何 らかの方法で、個別の独立性を保障しつつ結合させ

る契機が必要となって くる。開発の拡大とい う本能にも近い願望が存在したであろう他に、個別

集団を<地縁>的 に結合される第二者の意図が存在したものではなかろうか。そしてこの第二者

こそ<国家>であると考えたい。つまり、ここでも<国家>的な意図が開発に反影しているので

ある。

ここにおいて、当段階を支配 した開発の意味は明らかになる。未開地を大規模に開発 し全 く新

しい集団関係を形成させる。既開の地においても再開発を実施 し、集団関係を一新する。そして、

それらは<国家>的なレベルで実施される。それによって確実な収獲を保障させると同時に、土

地というものを媒介に諸集団の支配を完徹する。当該期の開発は将に<国家>支配の初現である

と言い得るのである。
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<国家>によって結合させられた芦浦遺跡周辺の諸集団は、次の声浦Ⅲ期前半になれば、より

一層の結合性を見せる。これが古地割である。ところで、古地割の施行には白鳳寺院 (氏寺)の

建立が大きな意味を有していたものと理解できる。すなわち古地割の基点として、各微高地上に

存在する寺院跡の寺域が考えられるのである。氏寺は、「氏族長を官人として登用していった時

に建立される。」ものである。そして、近江南半部の場合その建立は、近江大津官時代の政策と

密接に関連する。

規格性を有する地割による開発は、常識的に考えれば必ずしも古代における有効な方法ではな

い。むしろ、技術的にも労働的にも大きな損失が存在するものである。地割による開発は、単な

る開発上の必要から生 じてくるものではなく、他の政治的、社会的必要によって実施されたもの

であると確認しておきたい。そして地割は、それら諸因を視覚化する景観としてその意味を最大

限に表出するものなのである。すなわち、芦浦遺跡周辺の開発は、第 Ⅲ期においてほぼ完了した

ものと考えられ、古地割はそれに景観を与えたものに他ならないのである。そして、その景観の

中心が白鳳寺院であることは言うまでもないだろう。近江大津宮時代の中心地は言うまでもなく

現大津市街地である。その地に一定の地割が存在したか否かは、なお議論を必要とするであろう

が、寺院を中心として中央官衛が整然と配置されていた事実は確かであ琴〕言わば、そこには都

市景観が形成されていたのである。一方、芦浦遺跡周辺では白鳳寺院が乱立的に建立されている

ものの、その周辺で官衛が検出される可能性は薄いと考えられる。むしろ豪族屋敷を中心とする

地方的な集落を形成していった可能性が強し9言 わば有力な農村の景観を呈していたものではな

かるうか。寺院を中心にして豪族屋敷、一般住居、水田と順次広がり、 しかもそれらが地割によ

って区画されているものである。

古地割の明瞭な守山市赤野井遺跡では、屯倉、官行等と推定される建物群が存在すぎ?ま た付

近に白鳳寺院が存在した事実もある。いずれにしろ政治上重要な地域であったものと考えられ、

古地割の施行はそこに起因するものと考えられる。

当該期はむしろ開発という純粋な意味を脱し、景観開発としての意味を有した段階である。そ

して、これを推進した主体はやはり<国家>で ある。ただし、古地割に関しては不明な点が多く、

実際どの程度施行されたものであるのか、日本全土的なものなのか先進地域に限られるものか等

々解明すべき問題が多い。また、古地割は寺院等の建物を中心としており、用水路としてどの程

度機能したものかも不明である。いずれにしろ、この段階では純粋な意味の開発の他に、景観形

成という二次的な開発が実施されているのは事実であり、これは、前段階 までの古代の純粋な

開発は終焉を迎えていた事実を示すものである。また、この景観形成も、土地による人間支配の
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一環であることは言うまでもないだろう。

芦浦Ⅲ期後半も地割による開発であり、純粋な意味での開発とは異るものである。

条里地割の施行は、地域によって異るものであり、また数段階に分かれているものである。高

月町井□遺跡で tも?7世 紀後半頃最初の条里地割が施行され、 8世紀、 9世紀と順次その拡張と

改修が行われている。 この 7世紀代に地割が施行された例は、全国的に見ても古いものであり、

一般には10～ 12世紀という年代が与えられる。

また、条里地割方向に規制されて営まれた集落が存在する一方、全く地割の規制の及んでいな

い集落も存在する。前者の場合は短期間、小規模である事実が多 く、後者は長期間、大規模であ

ることが多いと言理

つまり、条里地割は非常な多様性を有して形成されていったものと言い得るだろう。ところで、

条里制は奈良前期に成立した土地 。人民の統一的支配方法であり、律令政治の根本を成すもので

ある。制度に従い地割が施行されたとするなら、このような多様性は理解し難いものであり、近

江における地割の施行の一般的年代の10～ 12世紀はもはや律令時代以降である。つまり、条里地

割は条里制に従いつつも、それとは異る意味によって成立したものと言い得 るだろう。

この条里地割施行の意味に関して論 じるだけの力量は有さないが、条里に従 う集落が小規模で

あり散村的様相を呈 している事実や、この地割が中世以降現代に到るまでの土地所有の基本とし

て利用されている事実からすれば、中世的土地所有概念に基 くものであったとも考えられる。

条里地割は、まだ十分にその性格は知られていない。芦浦遺跡をはじめとし全国的にそれが施

行されたのは事実である。古代的開発の到達点として、また中世的土地所有概念の基本として、

それはよリー層の解明がなされなくてはならないだろう。

4

以上やや饒舌になったが、芦浦遺跡を中心に古代の開発の問題について考えてきた。古代の開

発は、およそ次のように展開してきたものである。

弥生時代は、集団が個別に点的に開発したものであり、一定の広大な面積の開発が最終的に達

成されるが、それはあくまで点の集積に他ならない。

古墳時代は、複数集団が一定の面積を統一的に開発する。個別集団の結合による新たな集団が

それによって形成される。

7世紀になれば、未開地、既開地を問わず<国家>的な再開発が実施される。土地を媒介にし

た人民支配の方法の初現であり、一部地域では地割を伴うものである。

10世紀から12世紀頃では、活発に条里地割が施行されてゆく。これは開発というより、条里制
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とい う概念に基 く、新 しい土地所有方式と関連するか もしれない。中世への胎頭でもある。

このように芦浦遺跡では、弥生時代 、7世紀 、10～ 12世紀の開発の痕跡 が検出されたのである。開

発の問題には、 まだまだ未解の問題が多い。今回の調査が開発史研究の一助になれば幸いである。
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6。 お わ り に

今回の調査で,ま 、弥生時代中矧から平安時代にかけての溝状遺構を検出したのにとどまったが、

これらの遺構は、平野の開発過程を理解する上に有効なものであった。ほとんどの遺隊で検出さ

れるこうした溝状造構に対する取扱について1ま まだまだ不十分なところがある。今回の調査が今

後の遺跡理解に役立てば幸いである。
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